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平成２４年３月３０日 

 

 

運 輸 安 全 委 員 会 



  （東京事案） 

１ モーターボートＳＡＮ衝突（防砂堤）  

  ２ 遊漁船海臨丸釣り客等死亡 

  ３ 水上オートバイ（船名なし）遊泳者負傷 

  （地方事務所事案） 

   函館事務所 

  ４ 漁船第１８幸洋丸漁船第５共栄丸乗組員死亡 

  ５ 漁船第二十五勝寶丸火災 

  ６ 漁船第十八久進丸衝突（消波ブロック） 

  ７ 漁船第七十八有磯丸乗揚 

仙台事務所 

  ８ 漁船第十一新盛丸火災 

  ９ 作業船第十三萩丸土運船谷村６０１作業船第十五萩丸転覆 

  10 漁船第三大徳丸乗組員死亡 

   横浜事務所 

  11 漁船第二正龍丸モーターボートビーナス衝突 

  12 ヨットSCENERY乗揚 

  13 油タンカー第十二宝勢丸衝突（桟橋） 

  14 漁船ＬＡＬＡ漁船第十八鳳漁丸衝突 

  15 押船第十二千代丸全開式バージ大６６作業船みずなぎ号転覆 

  16 遊漁船第三十二長三朗丸手漕ぎボート（船名なし）衝突 

  17 漁船清丸乗組員死亡 

  18 漁船光栄丸火災 

  19 貨物船第十神力丸乗揚 

  20 貨客船黒潮丸乗組員負傷 

  21 モーターボートＭＡＲＩＮＥ ＳＭＩＬＥ乗揚 

神戸事務所 

  22 水上オートバイＵＬＴＲＡ２５０Ｘ水上オートバイ（船名不詳）同乗者負傷 

  23 貨物船啓隆丸衝突（護岸） 

  24 漁船第５越後丸漁船宝立丸衝突 

  25 モーターボートＺモーターボート第六清丸衝突 

広島事務所 

  26 漁船第六十八漁徳丸乗組員行方不明 

  27 ケミカルタンカー天海丸油送船第十二松尾丸衝突 

  28 漁船勝丸漁船雄栄丸衝突 



  29 液化ガスばら積船菱英丸漁船孝栄丸衝突 

  30 炭酸カルシウム兼石炭灰運搬船松洋丸押船新星丸バージ新星１号衝突 

  31 液化ガスばら積船菱山丸漁船和洋丸衝突 

  32 水上オートバイＳＡＭＥ水上オートバイクレージードルフィン衝突 

  33 灯台見回り船あきひかり作業員死亡 

  34 旅客船しらさぎ衝突（養殖施設） 

  35 ミニボート（船名なし）沈没 

門司事務所 

  36 プレジャーボートタイガーシャークⅡ乗揚 

  37 漁船第八十一大洋丸漁船晃栄衝突 

  38 漁船進光丸乗揚 

  39 貨物船第二十八かねと丸乗揚 

  40 貨物船千鶴丸漁船明栄丸衝突 

  41 漁船権龍丸漁船昇福丸衝突 

  42 漁船若義丸プレジャーボートみさきⅡ衝突 

  43 油タンカー豊善丸漁船敏栄丸衝突 

  44 漁船富榮丸乗揚 

  45 セメント運搬船第二平安丸漁船第六八幡丸衝突 

長崎事務所 

  46 モーターボート竜神丸操縦者死亡 

  47 漁船第二十六太洋丸火災 

那覇事務所 

  48 カヌー（船名なし）操船者死亡 

 



 

 

 

 

 

 

 本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、

運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、

事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、

事故の責任を問うために行われたものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  運 輸 安 全 委 員 会 

                    委 員 長  後 藤 昇 弘 



 

≪参 考≫ 

 

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ モーターボートＳＡＮ衝突（防砂堤）
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船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 モーターボート ＳＡＮ 

   船舶番号 ２４４－１４０１３石川 

   総トン数 ５トン未満（長さ８.２９ｍ） 

 

   事故種類 衝突（防砂堤） 

   発生日時 平成２２年８月２８日 ２３時５５分ごろ 

   発生場所 石川県金沢市金沢港 

         金沢港西防波堤灯台から真方位０９９°６６０ｍ付近 

         （概位 北緯３６°３８.６′ 東経１３６°３６.４′） 

 

 

                       平成２４年２月２３日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  石 川 敏 行 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 モーターボートＳＡＮ
サ ン

は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、金沢港のマ

リーナに向けて帰航中、平成２２年８月２８日（土）２３時５５分ごろ、同港内の防

砂堤に衝突した。 

 ＳＡＮは、船長及び同乗者２人が負傷し、左舷船首部に破口を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２２年９月１日、本事故の調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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  なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２２年９月４日 回答書受領 

  平成２２年１２月５日、２２日 現場調査 

  平成２２年１２月２１日、平成２３年８月２４日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、ＳＡＮ（以下「本船」という。）の船長及び同乗

者１人の口述によれば、次のとおりであった。 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、魚釣りのため、平成２２年８

月２８日１７時００分ごろ金沢港のマリーナを出港し、１７時３０分ごろ金沢港沖約

５海里（Ｍ）の釣り場に到着して釣りを行い、釣り場を移動しながら釣りを続けた。 

 船長は、２３時４０分ごろ金沢港西防波堤灯台（以下「西防波堤灯台」という。）

から０５１°（真方位、以下同じ。）１.７Ｍ付近で釣りを終え、マリーナへ帰航する

こととしたが、釣果が良くなかったので魚群がいれば釣りを行うつもりでマリーナへ

向かった。 

 船長は、魚群がいると思われる水深約１０ｍ付近を魚群探索していけば、海岸とほ

ぼ平行に航行することになり、そのうち‘金沢港（大野地区）防砂堤（以下「本件防

砂堤」という。）で行っている防砂堤延長工事の作業区域（以下「本件作業区域」と

いう。）を示す灯浮標’（以下「本件灯浮標」という。）の灯光を視認できるようにな

り、本件作業区域に入ることは危険であるので、本件作業区域を避けることができる

と思っていた。 

 船長は、操舵室にある操縦席とは別に操舵室の後方右舷寄りに設けられた操縦場所

に立って操船に当たり、針路約２２０°、約６.０ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）とし、手動操舵により魚群探知機の画面を見ながら航行中、右舷前方に

西防波堤灯台の赤光が見えたので左舷前方には本件防砂堤があると分かっていたが、

本件灯浮標の灯光を確認できずに航行し、２３時５５分ごろ西防波堤灯台から   

０９９°６６０ｍ付近において、本件防砂堤北西端に衝突した。 
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 船長及び同乗者２人は、本事故後、本件防砂堤に上がって救助を待ち、救急車によ

り病院へ搬送された。 

 本船は、本事故の翌日、知人の操船により自力航行してマリーナへ向かった。 

 

 本事故の発生日時は、平成２２年８月２８日２３時５５分ごろで、発生場所は、西

防波堤灯台から０９９°６６０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真２ 操縦席付近の状況、写真３ 操舵室の状況 参

照） 

 

２.２ 人の負傷に関する情報 

 船長の口述及び診断書によれば、船長は、左大腿動脈閉塞、右第７肋骨骨折及び左

鼡径
そ け い

上皮下血腫を負い、約２か月の入院加療を要した。また、同乗者２人は、顔面、

手足に打撲等を負った。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 船長の口述及び損傷写真によれば、船首部外板に亀裂及び凹損が生じた。 

（写真１ 船首部の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長 男性 ７０歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 平成１５年１１月４日 

      免許証交付日 平成２０年１０月２１日 

             （平成２５年１１月３日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長の口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

    ａ 船長は、３０年ぐらい前からモーターボートを所有し、本船は約８隻目

の船であり、月に２、３回釣りのために運航し、１航海は６時間ぐらいで

あった。 

    ｂ 船長は、昼夜とも金沢港内の航行経験があり、本件防砂堤が延長工事中

であること、本件作業区域の四隅に塗色が黄色い灯浮標が設置されている

こと、及び灯浮標の灯光が黄色であることを知っていた。 

   ② 健康状態等 
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     視力は両眼とも１.０であり、健康状態は良好であった。 

  (3) 同乗者 

    船長及び同乗者１人の口述によれば、同乗者２人は、いずれも操縦免許を有

していなかった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２４４－１４０１３石川 

  船 籍 港  石川県金沢市 

  船舶所有者  個人所有 

  総 ト ン 数  ５トン未満 

  Ｌr×Ｂ×Ｄ  ８.２９ｍ×２.３５ｍ×０.６４ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機    関  ガソリン機関（船内外機）１基 

  出    力  １３２.３９kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

  進 水 年 月  平成５年４月 

  最大搭載人員  旅客８人、船員１人計９人 

 

 2.5.2 喫水状態 

  船長の口述によれば、マリーナ出航時の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.８ｍ

であった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

  本船には、ＧＰＳプロッター、ロランプロッター及び魚群探知機が装備されてい

たが、レーダーは装備されていなかった。また、ロランプロッターには、ＧＰＳの

位置情報を表示することができた。 

  船長の口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の南東方約５㎞に位置する金沢地方気象台における本事故

当日の観測値は、次のとおりであった。 

     ２１時００分 風向 東、風速 １.９m/s、天気 晴れ、視程 ２０.０㎞ 
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     ２２時００分 風向 東、風速 ３.１m/s 

     ２３時００分 風向 東、風速 １.７m/s 

     ２４時００分 風向 東南東、風速 ３.５m/s 

   (2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、金沢港における本事故当時の潮汐は、

上げ潮の初期であった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  船長の口述によれば、天気は晴れ、視界は良好であった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 2.7.1 金沢港 

  海図Ｗ１１９３及び財団法人日本水路協会発行の「プレジャーボート・小型船用

港湾案内」によれば、次のとおりである。 

  金沢港は、金沢市の玄関口として旧大野港付近に造成された堀込式の港を主体と

した旧金石港を含む新港である。 

  金沢港の北端付近は、北方に延びる西防波堤と北西方に延びる防砂堤により、大

野地区への入口となっている。 

 

 2.7.2 本件防砂堤及び本件灯浮標の状況 

  工事関係者の回答書によれば、次のとおりであった。 

   (1) 本件防砂堤 

     本件防砂堤は、平成２２年３月１７日～１１月３０日までの間、既設防砂

堤を延長するための工事が日出から日没まで行われており、本事故当時、海

面から本件防砂堤上端までの高さは約１.２ｍであった。本件作業区域は、

既設防砂堤を中心に北東方へ約１５０ｍ、南西方へ約１５０ｍ、北西方へ約

４８０ｍの大きさであり、既設防砂堤を囲むようにして四隅に本件灯浮標が

設置されていた。 

     一般の通航船舶が、同区域に立ち入らないようリーフレット等で周知して

いた。 

   (2) 本件灯浮標 

     本件灯浮標は、同期点滅型４基が設置され、仕様については次のとおりで

あり、毎日点検されていた。 

     灯  高  ２ｍ 

     光  源  超高輝度ＬＥＤ ２４個 

     灯  色  黄色 
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     灯  質  ４秒１閃光（明０.５秒） 

     光達距離  ５.５㎞ 

   (3) 本件灯浮標の灯光の状況 

     工事関係者は、本事故当日の夕方、本件灯浮標の灯光が点灯していたのを

確認のうえ帰宅しており、本事故当時、海上保安部からボートでの救助の協

力要請を受け、本事故発生場所付近に向かった際も本件灯浮標を再点検し、

異常がなかったことを確認した。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

  本船は、２３時４０分ごろ西防波堤灯台から０５１°１.７Ｍ付近で釣りを終え

た後、船長が、魚群がいれば釣りをするつもりで魚群探知機の画面を見ることに意

識が向いた状態で針路約２２０°、約６.０knの速力により航行中、本件防砂堤に

衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２２年８月２８日２３時５５分ごろで、

発生場所は、西防波堤灯台から０９９°６６０ｍの本件防砂堤北西端付近であった

ものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４から、船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.5.3から、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考

えられる。 

 

 3.2.2 気象及び海象の状況 

  ２.６から、本事故当時、天気は晴れ、風及び波はほとんどなく、視界は良好で

あったものと考えられる。 
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 3.2.3 本件灯浮標の灯光の状況 

  2.7.2(3)から、本事故当時、本件灯浮標は、正常に点灯していたものと考えられ

る。 

 

 3.2.4 操船及び見張りに関する解析 

  ２.１、3.2.2及び3.2.3から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 船長は、マリーナへ向けて針路約２２０°、約６.０knの速力で航行中、

魚群がいれば釣りをするつもりで魚群探知機の画面を見ることに意識が向い

た状態で航行していたことから、適切な見張りを行っていなかった。 

   (2) 船長は、魚群がいると思われる水深約１０ｍ付近を魚群探索していけば、

海岸とほぼ平行に航行することになり、そのうち本件灯浮標の灯光を視認で

きるようになると思っていたが、右舷前方に西防波堤灯台の赤光を視認した

ものの、本件灯浮標の灯光を確認できなかった。 

     なお、本件灯浮標は、本事故当時、正常に点灯しており、視界が良好で 

あったことから、視認できる状況にあった。 

   (3) 船長は、適切な見張りを行っていなかったことから、本件灯浮標の灯光を

確認できず、本件防砂堤へ接近していることに気付かずに航行し、本船が本

件防砂堤に衝突した。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1及び3.2.4から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、２３時４０分ごろ西防波堤灯台から０５１°１.７Ｍ付近で釣り

を終えた後、魚群がいれば釣りをするつもりで金沢港のマリーナへ向けて針

路約２２０°、約６.０knの速力で帰航していた。 

   (2) 船長は、魚群探知機の画面を見ることに意識が向いた状態で航行していた

ので、適切な見張りを行っておらず、そのうち本件灯浮標の灯光を視認でき

ると思っていたが、右舷前方に西防波堤灯台の赤光を視認したものの、本件

灯浮標の灯光を確認できなかった。 

     なお、本件灯浮標は、本事故当時、正常に点灯しており、視界が良好で 

あったことから、視認できる状況にあった。 

   (3) 船長は、適切な見張りを行っていなかったことから、本件防砂堤へ接近し

ていることに気付かずに航行し、本船が本件防砂堤に衝突した。 
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４ 原 因 
 

 本事故は、夜間、本船が、金沢港のマリーナに向けて帰航中、単独で操船に当たっ

ていた船長が、適切な見張りを行っていなかったため、本件灯浮標の灯光を確認でき

ず、本件防砂堤に接近していることに気付かずに航行し、本件防砂堤に衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

 船長が、適切な見張りを行っていなかったのは、魚群探知機の画面を見ることに意

識が向いた状態で航行していたことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 
 

 本事故は、夜間、本船が、金沢港のマリーナに向けて帰航中、単独で操船に当たっ

ていた船長が、適切な見張りを行っていなかったため、本件灯浮標の灯光を確認でき

ず、本件防砂堤に接近していることに気付かずに航行し、本件防砂堤に衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

 船長は、操船中、慣れた海域を航行する場合であっても、見張りの励行及びＧＰＳ

プロッター等による船位の確認を行い、安全な航行に努めることが必要である。 
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付図１ 推定航行経路図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事故発生場所 

（平成22年8月28日 23時55分ごろ発生） 

本件灯浮標 

本件防砂堤

23:40 ごろ 

石川県 

本事故発生場所 
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写真１ 船首部の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 操縦席付近の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロランプロッター

魚群探知機が設置されていた位置
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写真３ 操舵室の状況 
 

 

操縦席 

操縦席
操縦場所 


